
様式第1号（用紙　日本産業規格A4縦型）

なお、下記に記載した事項については事実と相違ありません。

〒

（宛先）静岡県知事　様

※「住所」は、添付の本人確認資料記載の住所と相違無いようにしてください。

※複数の店舗が対象の場合、申請金額の欄には、合計金額（⑯施設当たりの協力金を合計、千円未満を切捨て）を記入してください。

（個人事業主の場合は申請者本人名義、法人の場合は当該法人の口座に限ります）

＜大規模集客施設用＞

静岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金（営業時間短縮要請）支給申請書

記

□にレ点でチェックを入れてください。
フリガナ

名称

中小企業／大企業
であることの確認

資本金
(又は出資金) 万円

業種分類
常時雇用す
る従業員数 人

　 法　　　人 法人番号
代表者の
生年月日

　 個人事業主 住所(※)
生年
月日

区分 中小企業又は個人事業主 大企業

フリガナ

氏名

担当者連絡先 固定電話 携帯電話

申請金額(※) 合計 円 協力店舗数 箇所

協力金振込先口座

振込先金融機関名 本・支店名

銀行・信金・農協

労金・信組

本店

支店

金融機関・支店コード 預金種別 口座番号(右詰めで記入)

口座名義人（カナ）　　30文字まで

　静岡県へのまん延防止等重点措置を実施すべき区域の指定に伴い、知事が定めた区域内への営業時間短縮の
要請に基づき、以下のとおり取り組んだので、静岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金の支給を申請し
ます。　

令和３年 月 日

住所

名称

代表者
職氏名

申
請
企
業

(

者

)

の
情
報

申請事業者名
(法人名又は

個人事業主名)

申請者の種別
選
択

担
当
者

担当者名 所属

協
力
金

取組内容
静岡県からの営業時間短縮要請に応じ、対象期間中、午後８時（午後９時）から翌朝午前
５時までの営業を行わず、飲食を提供する場合は、酒類の提供も終日行いませんでした。

　※預金種別については、
　　1:普通、2:当座、7:別段
　　のいずれかの数字を記入

申請事業者

別紙１



様式第1号（用紙　日本産業規格A4縦型）

◆対象テナント施設の情報

円

日 円 円 円

日 円 円 円

日 円 円 円

日 円 円 円

日 円 円 円

日 円 円 円

日 円 円 円

⑬ 円 ⑭ 円 ⑮ 円

円

フリガナ

施設・
店舗名

①自己利用
　部分面積 ㎡

②面積
　単位

単位
③面積単位
当たり協力金 200,000 営業内容

協力金の算定 ⑧テナント数 ⑨特定百貨店店舗数

本来の営業時間
要請に応じて短縮

した営業時間
協力金の額

[円未満切捨て] [円未満切捨て] [円未満切捨て]

小計

（協力期間中） 日 ⑯施設当たりの協力金（⑬＋⑭＋⑮）

※①～⑯については、下記の計算方法により記入してください。

①自己利用部分面積（㎡）･･･大規模施設運営事業者が一般消費者向け事業の用に直接供している部分のうち、要請に応じ営業時間の短縮を行った部分の面積

　　　　　　　　　　　　　＜以下は自己利用部分面積に含みません＞

　　　　　　　　　　　　　テナント事業者の区画面積、営業時間の短縮を行わない生活必需品の販売等を行う業者の区画面積、当該施設内で大規模運営事業者が

　　　　　　　　　　　　　直接運営し当該営業時間短縮要請に基づく協力金の支給を受ける飲食店の区画面積、特定百貨店店舗の区画面積、階段、エスカレータ、

　　　　　　　　　　　　　エレベータ、施設間の連絡通路、休憩室（間仕切り等で区分された部分）、公衆電話室、便所、駐車場、一般消費者が立ち入ることが

　　　　　　　　　　　　　想定されていない事務室、倉庫など、当該施設におけるサービス等の提供を直接的に行っていない部分の面積

　　　　　　　　　　　　　＜大規模小売店舗立地法の適用がある施設＞

　　　　　　　　　　　　　大規模小売店舗立地法第２条第１項の店舗面積の定義に加え、以下を自己利用部分面積に含むものとして算出します。

　　　　　　　　　　　　　・大規模小売店舗の屋内に存する、集客を目的とした催事等に用いられている実績がある広場や通路の面積

②面積単位　　　　　　　･･･①で記載した面積1,000㎡ごとに１として記載、ただし、1,000㎡以下は１とみなします。

　　　　　　　　　　　　　　 （例１）2,800㎡→２、（例２）950㎡→１

③単位当たり協力金　　　･･･大規模集客施設は単位当たり200,000円/日となります。

④本来の営業時間　　　　･･･24時間表記で入力し、30分単位未満は30分、30分超は1時間としてください。

⑤要請に応じて短縮した営業時間

　　　　　　　　　　　　･･･24時間表記で入力し、30分単位未満は30分、30分超は1時間としてください。

⑥時短率　　　　　　　　･･･「⑤要請に応じて短縮した営業時間」÷「④本来の営業時間」　を分数で記載してください。

　　　　　　　　　　　　　   ※「⑤要請に応じて短縮した営業時間」には始業を遅くした部分と、要請時間よりも早く営業を終える部分は含まれません。

　　　　　　　　　　　　　　 ※「④本来の営業時間」が昼休憩等により分割されている場合には、昼休憩時間を控除してください。

                             ※１時間未満の考え方は、30分までは0.5、30分超から１時間未満までは１としてください。

　　                         （例１）本来３時～２３時の営業を、５時～２０時の営業に変更　　（記載例）３／２０

　                        　 （例２）本来３時～２０時の営業を、５時～２０時の営業に変更　　（記載例）０／１７　

　　　 　　　　　　　    　　※始業時刻を遅くした部分は含まれません。（３時→５時は計算に入れない）

　　                         （例３）本来８時～２３時の営業を、８時～１９時の営業に変更　　（記載例）３／１５

         　　　　　　　    　※終業時間は要請時刻までを計算してください。

⑦協力日数　　　　 　   ･･･営業時間短縮要請に応じた期間を記載してください。

⑧テナント店舗数　　  　･･･テナント一覧（別ページ）で記載した店舗数。飲食店等の協力金対象店舗を除いてください。

⑨特定百貨店店舗数　　  ･･･特定百貨店店舗一覧（別ページ）で記載した店舗数。飲食店等の協力金対象店舗を除いてください。

⑩自己利用部分面積に係る協力金

　　　　　　　　　　  　･･･②面積単位×③面積単位当たり協力金（200,000円）×⑥時短率×⑦協力日数　　　　＜小数点以下切捨て＞

⑪テナント事業者等把握管理等に係る追加支給分（⑧テナント数＋⑨特定百貨店店舗数の計が10以上の場合に限ります）

　　　　　　　　　　  　･･･2,000円×⑥時短率×⑦協力日数×（⑧テナント数＋⑨特定百貨店店舗数）　　　　　＜小数点以下切捨て＞

⑫特定百貨店店舗に係る協力金（特定百貨店店舗を有する場合に限ります）

　　　　　　　　　  　　･･･20,000円×⑥時短率×⑦協力日数×⑨特定百貨店店舗数　　　　　　　　　　　 　　＜小数点以下切捨て＞

⑬自己利用部分面積に係る協力金の小計　　　　　　　　･･･⑩欄の計を記入

⑭テナント事業者等把握管理等に係る追加支給分の小計　･･･⑪欄の計を記入

⑮特定百貨店店舗に係る協力金の小計　　　　　　　　　･･･⑫欄の計を記入

⑯施設当たりの協力金　･･･⑬＋⑭＋⑮　施設当たりの協力金の額となります。

延べ床
面積

㎡

住所 電話番号

協力
期間

営業時間短縮の
開始日

から
営業時間短縮の

終了日
令和3年8月19日 まで 日間

協力した日（期間）

要請期間中8/19まで連続して
協力する必要があります

イ
ベ
ン
ト
開
催
で
あ
れ
ば
○

⑥
時短率
（⑤/④）

⑦
協力日数

開始
時刻

終了
時刻

本来の

営業時間

④

開始
時刻

終了
時刻

短縮した

営業時間

⑤

⑩
自己利用部分面積
に係る協力金
（②×③×⑥×

⑦）

⑪
テナント事業者等
把握管理等に係る
追加支給分

（2,000円×⑥×⑦
×（⑧＋⑨））

⑫
特定百貨店店舗に
係る協力金

（特定百貨店店舗
を有する場合）
（20,000円×⑥×

⑦×⑨）

定休日

対
象
施
設
（
１
店
舗
目
）



様式第1号（用紙　日本産業規格A4縦型）

対象施設の情報（２か所目以降）

※２店舗以上を運営している場合は、この面をコピーして使用してください。

円

日 円 円 円

日 円 円 円

日 円 円 円

日 円 円 円

日 円 円 円

日 円 円 円

日 円 円 円

⑬ 円 ⑭ 円 ⑮ 円

円

円

日 円 円 円

日 円 円 円

日 円 円 円

日 円 円 円

日 円 円 円

日 円 円 円

日 円 円 円

⑬ 円 ⑭ 円 ⑮ 円

円

フリガナ

施設・
店舗名

①自己利用
　部分面積 ㎡

②面積
　単位

単位
③面積単位
当たり協力金 200,000 営業内容

協力金の算定 ⑧テナント数 ⑨特定百貨店店舗数

本来の営業時間
要請に応じて短縮

した営業時間
協力金の額

[円未満切捨て] [円未満切捨て] [円未満切捨て]

小計

（協力期間中） 日 ⑯施設当たりの協力金（⑬＋⑭＋⑮）

フリガナ

施設・
店舗名

①自己利用
　部分面積 ㎡

②面積
　単位

単位
③面積単位
当たり協力金 200,000 営業内容

協力金の算定 ⑧テナント数 ⑨特定百貨店店舗数

本来の営業時間
要請に応じて短縮

した営業時間
協力金の額

[円未満切捨て] [円未満切捨て] [円未満切捨て]

小計

（協力期間中） 日 ⑯施設当たりの協力金（⑬＋⑭＋⑮）

延べ床
面積

㎡

住所 電話番号

協力
期間

営業時間短縮の
開始日

から
営業時間短縮の

終了日
令和3年8月19日 まで 日間

協力した日（期間）

要請期間中8/19まで連続して
協力する必要があります

イ
ベ
ン
ト
開
催
で
あ
れ
ば
○

⑥
時短率
（⑤/④）

⑦
協力日数

開始
時刻

終了
時刻

本来の

営業時間

④

開始
時刻

終了
時刻

短縮した

営業時間

⑤

⑩
自己利用部分面積
に係る協力金
（②×③×⑥×

⑦）

⑪
テナント事業者等
把握管理等に係る
追加支給分

（2,000円×⑥×⑦
×（⑧＋⑨））

⑫
特定百貨店店舗に
係る協力金

（特定百貨店店舗
を有する場合）
（20,000円×⑥×

⑦×⑨）

定休日

延べ床
面積

㎡

住所 電話番号

協力
期間

営業時間短縮の
開始日

から
営業時間短縮の

終了日
令和3年8月19日 まで 日間

協力した日（期間）

要請期間中8/19まで連続して
協力する必要があります

イ
ベ
ン
ト
開
催
で
あ
れ
ば
○

⑥
時短率
（⑤/④）

⑦
協力日数

開始
時刻

終了
時刻

本来の

営業時間

④

開始
時刻

終了
時刻

短縮した

営業時間

⑤

⑩
自己利用部分面積
に係る協力金
（②×③×⑥×

⑦）

⑪
テナント事業者等
把握管理等に係る
追加支給分

（2,000円×⑥×⑦
×（⑧＋⑨））

⑫
特定百貨店店舗に
係る協力金

（特定百貨店店舗
を有する場合）
（20,000円×⑥×

⑦×⑨）

定休日

対
象
施
設
（
 
 
店
舗
目
）

対
象
施
設
（
 
 
店
舗
目
）



◆テナント一覧（飲食店等の協力金対象店舗を除く）

Ａ１ Ａ２ Ａ３ Ａ４ Ａ５ Ａ６

Ａ７ Ａ８ Ａ９ Ａ10 Ａ11 Ａ12

Ａ13 Ａ14 Ａ15 Ａ16 Ａ17 Ａ18

Ａ19 Ａ20 Ａ21 Ａ22 Ａ23 Ａ24

Ａ25 Ａ26 Ａ27 Ａ28 Ａ29 Ａ30

Ａ31 Ａ32 Ａ33 Ａ34 Ａ35 Ａ36

Ａ37 Ａ38 Ａ39 Ａ40 Ａ41 Ａ42

Ａ43 Ａ44 Ａ45 Ａ46 Ａ47 Ａ48

Ａ49 Ａ50 Ａ51 Ａ52 Ａ53 Ａ54

Ａ55 Ａ56 Ａ57 Ａ58 Ａ59 Ａ60

Ａ61 Ａ62 Ａ63 Ａ64 Ａ65 Ａ66

Ａ67 Ａ68 Ａ69 Ａ70 Ａ71 Ａ72

Ａ73 Ａ74 Ａ75 Ａ76 Ａ77 Ａ78

Ａ79 Ａ80 Ａ81 Ａ82 Ａ83 Ａ84

Ａ85 Ａ86 Ａ87 Ａ88 Ａ89 Ａ90

Ａ91 Ａ92 Ａ93 Ａ94 Ａ95 Ａ96

Ａ97 Ａ98 Ａ99 Ａ100 Ａ101 Ａ102

Ａ103 Ａ104 Ａ105 Ａ106 Ａ107 Ａ108

Ａ109 Ａ110 Ａ111 Ａ112 Ａ113 Ａ114

Ａ115 Ａ116 Ａ117 Ａ118 Ａ119 Ａ120

Ａ121 Ａ122 Ａ123 Ａ124 Ａ125 Ａ126

Ａ127 Ａ128 Ａ129 Ａ130 Ａ131 Ａ132

Ａ133 Ａ134 Ａ135 Ａ136 Ａ137 Ａ138

Ａ139 Ａ140 Ａ141 Ａ142 Ａ143 Ａ144

Ａ145 Ａ146 Ａ147 Ａ148 Ａ149 Ａ150

Ａ151 Ａ152 Ａ153 Ａ154 Ａ155 Ａ156

Ａ157 Ａ158 Ａ159 Ａ160 Ａ161 Ａ162

Ａ163 Ａ164 Ａ165 Ａ166 Ａ167 Ａ168

Ａ169 Ａ170 Ａ171 Ａ172 Ａ173 Ａ174

Ａ175 Ａ176 Ａ177 Ａ178 Ａ179 Ａ180

Ａ181 Ａ182 Ａ183 Ａ184 Ａ185 Ａ186

Ａ187 Ａ188 Ａ189 Ａ190 Ａ191 Ａ192

Ａ193 Ａ194 Ａ195 Ａ196 Ａ197 Ａ198

Ａ199 Ａ200 Ａ201 Ａ202 Ａ203 Ａ204

Ａ205 Ａ206 Ａ207 Ａ208 Ａ209 Ａ210

Ａ211 Ａ212 Ａ213 Ａ214 Ａ215 Ａ216

Ａ217 Ａ218 Ａ219 Ａ220 Ａ221 Ａ222

Ａ223 Ａ224 Ａ225 Ａ226 Ａ227 Ａ228

Ａ229 Ａ230 Ａ231 Ａ232 Ａ233 Ａ234

Ａ235 Ａ236 Ａ237 Ａ238 Ａ239 Ａ240

Ａ241 Ａ242 Ａ243 Ａ244 Ａ245 Ａ246

Ａ247 Ａ248 Ａ249 Ａ250 Ａ251 Ａ252

Ａ253 Ａ254 Ａ255 Ａ256 Ａ257 Ａ258

Ａ259 Ａ260 Ａ261 Ａ262 Ａ263 Ａ264

Ａ265 Ａ266 Ａ267 Ａ268 Ａ269 Ａ270

Ａ271 Ａ272 Ａ273 Ａ274 Ａ275 Ａ276

Ａ277 Ａ278 Ａ279 Ａ280 Ａ281 Ａ282

Ａ283 Ａ284 Ａ285 Ａ286 Ａ287 Ａ288

Ａ289 Ａ290 Ａ291 Ａ292 Ａ293 Ａ294

Ａ295 Ａ296 Ａ297 Ａ298 Ａ299 Ａ300

施設・店舗名

⑧テナント数

テナント・・・大規模施設運営事業者との契約に基づき、大規模施設の区画を賃借し、分譲を受けて、自己の名義等で出店し、大規模施設

を利用する一般消費者向けに、大規模施設の運営者に対して一定の自律性をもって事業を営むものであり、かつ、大規模施設の営業時間短

縮を受け、営業時間短縮を行った店舗



◆特定百貨店店舗一覧（飲食店等の協力金対象店舗を除く）

Ｂ１ Ｂ２ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５ Ｂ６

Ｂ７ Ｂ８ Ｂ９ Ｂ10 Ｂ11 Ｂ12

Ｂ13 Ｂ14 Ｂ15 Ｂ16 Ｂ17 Ｂ18

Ｂ19 Ｂ20 Ｂ21 Ｂ22 Ｂ23 Ｂ24

Ｂ25 Ｂ26 Ｂ27 Ｂ28 Ｂ29 Ｂ30

Ｂ31 Ｂ32 Ｂ33 Ｂ34 Ｂ35 Ｂ36

Ｂ37 Ｂ38 Ｂ39 Ｂ40 Ｂ41 Ｂ42

Ｂ43 Ｂ44 Ｂ45 Ｂ46 Ｂ47 Ｂ48

Ｂ49 Ｂ50 Ｂ51 Ｂ52 Ｂ53 Ｂ54

Ｂ55 Ｂ56 Ｂ57 Ｂ58 Ｂ59 Ｂ60

Ｂ61 Ｂ62 Ｂ63 Ｂ64 Ｂ65 Ｂ66

Ｂ67 Ｂ68 Ｂ69 Ｂ70 Ｂ71 Ｂ72

Ｂ73 Ｂ74 Ｂ75 Ｂ76 Ｂ77 Ｂ78

Ｂ79 Ｂ80 Ｂ81 Ｂ82 Ｂ83 Ｂ84

Ｂ85 Ｂ86 Ｂ87 Ｂ88 Ｂ89 Ｂ90

Ｂ91 Ｂ92 Ｂ93 Ｂ94 Ｂ95 Ｂ96

Ｂ97 Ｂ98 Ｂ99 Ｂ100 Ｂ101 Ｂ102

Ｂ103 Ｂ104 Ｂ105 Ｂ106 Ｂ107 Ｂ108

Ｂ109 Ｂ110 Ｂ111 Ｂ112 Ｂ113 Ｂ114

Ｂ115 Ｂ116 Ｂ117 Ｂ118 Ｂ119 Ｂ120

Ｂ121 Ｂ122 Ｂ123 Ｂ124 Ｂ125 Ｂ126

Ｂ127 Ｂ128 Ｂ129 Ｂ130 Ｂ131 Ｂ132

Ｂ133 Ｂ134 Ｂ135 Ｂ136 Ｂ137 Ｂ138

Ｂ139 Ｂ140 Ｂ141 Ｂ142 Ｂ143 Ｂ144

Ｂ145 Ｂ146 Ｂ147 Ｂ148 Ｂ149 Ｂ150

Ｂ151 Ｂ152 Ｂ153 Ｂ154 Ｂ155 Ｂ156

Ｂ157 Ｂ158 Ｂ159 Ｂ160 Ｂ161 Ｂ162

Ｂ163 Ｂ164 Ｂ165 Ｂ166 Ｂ167 Ｂ168

Ｂ169 Ｂ170 Ｂ171 Ｂ172 Ｂ173 Ｂ174

Ｂ175 Ｂ176 Ｂ177 Ｂ178 Ｂ179 Ｂ180

Ｂ181 Ｂ182 Ｂ183 Ｂ184 Ｂ185 Ｂ186

Ｂ187 Ｂ188 Ｂ189 Ｂ190 Ｂ191 Ｂ192

Ｂ193 Ｂ194 Ｂ195 Ｂ196 Ｂ197 Ｂ198

Ｂ199 Ｂ200 Ｂ201 Ｂ202 Ｂ203 Ｂ204

Ｂ205 Ｂ206 Ｂ207 Ｂ208 Ｂ209 Ｂ210

Ｂ211 Ｂ212 Ｂ213 Ｂ214 Ｂ215 Ｂ216

Ｂ217 Ｂ218 Ｂ219 Ｂ220 Ｂ221 Ｂ222

Ｂ223 Ｂ224 Ｂ225 Ｂ226 Ｂ227 Ｂ228

Ｂ229 Ｂ230 Ｂ231 Ｂ232 Ｂ233 Ｂ234

Ｂ235 Ｂ236 Ｂ237 Ｂ238 Ｂ239 Ｂ240

Ｂ241 Ｂ242 Ｂ243 Ｂ244 Ｂ245 Ｂ246

Ｂ247 Ｂ248 Ｂ249 Ｂ250 Ｂ251 Ｂ252

Ｂ253 Ｂ254 Ｂ255 Ｂ256 Ｂ257 Ｂ258

Ｂ259 Ｂ260 Ｂ261 Ｂ262 Ｂ263 Ｂ264

Ｂ265 Ｂ266 Ｂ267 Ｂ268 Ｂ269 Ｂ270

Ｂ271 Ｂ272 Ｂ273 Ｂ274 Ｂ275 Ｂ276

Ｂ277 Ｂ278 Ｂ279 Ｂ280 Ｂ281 Ｂ282

Ｂ283 Ｂ284 Ｂ285 Ｂ286 Ｂ287 Ｂ288

Ｂ289 Ｂ290 Ｂ291 Ｂ292 Ｂ293 Ｂ294

Ｂ295 Ｂ296 Ｂ297 Ｂ298 Ｂ299 Ｂ300

施設・店舗名

⑨特定百貨店店舗数

特定百貨店店舗・・・当該店舗の売上が百貨店等にいったん計上され、その後分配される場合であって、当該百貨店等から一定の区画を分配を受
け、当該店舗の運営者の名義等で出店し、百貨店等に対して一定の自律性をもって事業を営む店舗


